
議案第２９号資料  福祉部障害福祉課  

 

１ 事 業 名 

所沢市重度心身障害児等の医療費の助成に関する条例の一部改正  

 

２ 事業の概要 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改

正に伴い、居住地特例について所要の改正を行うものである。 

 

３ 他自治体の類似する政策等 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改

正に伴うものであり、県内の他の自治体においても同様の条例改正を予定

している。 

 

４ 市民参加の実施の有無とその内容 

なし 

 

５ 関係法令、基本計画との整合性 

重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱（県） 

 

６ 事業費及びその財源等 

なし  

 

７ その他 

添付資料 

 ・新旧対照表 
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新 旧 
 

議案第２９号 所沢市重度心身障害児等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

（対象者） （対象者） 

第２条の２ この条例による医療費の助成の対象となる者（以下「対象

者」という。）は、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）及び規

則で定める社会保険各法（以下「医療保険各法」という。）による被

保険者、組合員又は加入者（被保険者、組合員又は加入者であつた者

を含む。以下「被保険者等」という。）及び被扶養者である重度心身

障害児等であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

第２条の２ この条例による医療費の助成の対象となる者（以下「対象

者」という。）は、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）及び規

則で定める社会保険各法（以下「医療保険各法」という。）による被

保険者、組合員又は加入者（被保険者、組合員又は加入者であつた者

を含む。以下「被保険者等」という。）及び被扶養者である重度心身

障害児等であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

⑴ 市内に住所を有する者（次に掲げる者を除く。） ⑴ 市内に住所を有する者（次に掲げる者を除く。） 

ア 略 ア 略 

イ 他の市町村から援護を受け、介護保険法（平成９年法律第

１２３号）第８条第１１項に規定する特定施設に入居し、又は同

条第２５項に規定する介護保険施設に入所している者 

 

ウ 他の市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）が老人福祉

法（昭和３８年法律第１３３号）第１１条第１項第１号の規定に

より、同法第２０条の４に規定する養護老人ホームに入所を委託

している者 

 

エ 他の市町村長が身体障害者福祉法第１８条第１項の規定によ

り、共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提

供を委託している者 

イ 他の市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）が身体障害

者福祉法第１８条第１項の規定により、共同生活援助を行う住居

に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者 

オ～コ 略 ウ～ク 略 

⑵ 略 ⑵ 略 

⑶ 市から援護を受け、市の区域外に設置されている介護保険法第８

条第１１項に規定する特定施設に入居し、又は同条第２５項に規定

する介護保険施設に入所している者 

 

⑷ 市長が老人福祉法第１１条第１項第１号の規定により、市の区域

外に設置されている同法第２０条の４に規定する養護老人ホームに
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入所を委託している者 

⑸～⒀ 略 ⑶～⑾ 略 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対

象としない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対

象としない。 

⑴～⑷ 略 ⑴～⑷ 略 

⑸ 所沢市子ども医療費の助成に関する条例（平成１９年条例第２

号）により医療費の助成を現に受けている者 

 

⑹ 所沢市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例（平成４年条

例第３５号）により医療費の助成を現に受けている者 

 

⑺ 他の都道府県又は市町村が実施するこの条例又は前２号に規定す

る条例と同様の医療費の助成制度により医療費の助成を現に受けて

いる者 
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